
通達甲（生．総．ス規１）第６号

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ９ 日

存 続 期 間

各 所 属 長 殿

生 活 安 全 部 長

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に定めるつきまとい行為

等の取扱いについて

このたび、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例（昭和３７年東京

都条例第１０３号。以下「条例」という。）第５条の２の規定に基づくつきまとい行為等の禁止

の取扱い及びつきまとい行為等の禁止に関する規則（平成１５年１２月１９日東京都公安委員会

規則第１４号。（以下「規則」という。）の運用について定め、令和６年４月１日から次により実

施することとしたので、誤りのないようにされたい。

記

第１ つきまとい行為等に係る相談の受理

１ 相談の受理

⑴ 職員は、つきまとい行為等に係る相談（以下「相談」という。）を受理した場合は、事

案の内容、経過等必要な事項について所属長に速報するとともに、人身安全関連事案事態

対処チーム（以下「事態対処チーム」という。）に速報するものとする。この場合におい

て、所属長は、事態対処チームからの指導及び助言を得つつ、対処方針及び対処態勢を決

定するものとする。

⑵ 相談を受理した職員は、速報した後、警視庁生活安全相談取扱要綱（平成１２年３月

１６日通達甲（生．総．家相）第３号）に定めるところにより、その相談の内容、経過、

措置等を生活安全業務管理システム（生活安全相談、行方不明者、災害行方不明者及び災

害身元不明者、被保護者、児童虐待及び要保護児童、少年非行防止並びに少年事件に関す

る情報を一元的に管理するシステムをいう。以下「生活安全システム」という。）に登録

して、同要綱別記様式第１号の「生活安全相談処理簿」を作成した上、所属長に報告する

ものとする。

⑶ 警察署において相談を受理する場合であって、事件化のための擬律判断を的確に行うた



め必要があると認めるときは、生活安全担当課の課員（東京空港警察署及び島部警察署に

あっては生活安全を担当する係員。以下「生安課員」という。）及び刑事担当課又は組織

犯罪対策担当課（以下「刑組担当課」という。）の課員（東京空港警察署及び島部警察署

にあっては刑事又は組織犯罪対策を担当する係員。以下「刑組担当課員」という。）がと

もに聴取するものとする。

⑷ 警察署長（以下「署長」という。）は、相談について事件捜査が必要と認めた場合は、

生安課員に対し、必要な指示を行い、適正に対処するものとする。この場合において、刑

組担当課の事件としての対応が必要と認めたときは、刑組担当課員に対しても、事案の対

処に当たらせるものとする。

２ 相談の受理に当たっての留意事項

⑴ 人権を尊重し、厳正公平かつ親切丁寧に対応するとともに、迅速かつ的確な措置を講ず

るものとする。

⑵ 相談については、迅速に対応し、相談の受理を引き延ばすことのないようにするものと

する。

⑶ 相談者に対して援助の措置等の趣旨及び内容についての説明を行うとともに、意思の疎

通を十分に図るものとする。

⑷ 相談の内容から判断して、他の公的機関、民間団体等（以下「公的機関等」という。）

において対応した方が適当と認められるものについては、速やかに当該公的機関等に連絡

の上、確実に引き継ぐものとする。

３ 相談への対応

相談を受理した警察署においては、その管轄にかかわらず、次の初動措置を講ずるものと

する。

⑴ 相談者又はその親族、関係者等（以下「相談者等」という。）に対する保護、身辺警戒

等

⑵ つきまとい行為等をした者に対する事情聴取、口頭警告その他必要な調査等

⑶ 相談者等に対する事情聴取等

⑷ その他必要と認められる措置

４ 相談の引継ぎ

⑴ 所属長は、他の所属長に相談を引き継ぐ必要があると認めた場合は、事態対処チームに

連絡し、調整を受け、生活安全システムにより、引継ぎを行うものとする。

⑵ 前（１）の場合で、警察署に引き継ぐときは、事態対処チームは、相談者等の意思、安



全確保、事後の調査・捜査の効率的遂行、つきまとい行為等をした者の特性等を踏まえ、

相談者等の保護に最も資する観点から当該相談を引き継ぐべき署長について調整を行うも

のとする。

⑶ 前（２）の調整の結果、当該相談について道府県の警察署に相談を引き継ぐこととなっ

た場合は、事態対処チームに連絡した上、生活安全相談処理簿の写し等により当該相談を

引き継ぐものとする。

⑷ 相談の対応をする警察署以外にも、相談者等の身辺、居所等の警戒その他の被害の発生

防止のための対策（以下「保護対策」という。）を実施する必要がある警察署が存在する

場合には、生活安全システムに必要な登録を実施するとともに電話連絡を行い、相談内容

の共有を図るものとする。この場合において、保護対策を実施する警察署が道府県の警察

署であるときは、事態対処チームに報告するものとする。

⑸ 前（４）の電話連絡を受けた警察署において、当該電話連絡に係る事案の担当者は、署

長に報告する等情報共有を図るものとする。

⑹ 前記(４)の規定による報告を受けた事態対処チームは、生活安全相談処理簿の写し等を

当該道府県警察本部に送付した上、情報の共有を図るものとする。

⑺ 道府県警察本部長又は道府県の署長が受理した相談について、当庁の警察署において保

護対策を実施する必要がある場合は、事態対処チームを経由して、当該相談事案に係る資

料の送付等の必要な連絡が行われることから、当該相談事案に係る担当者は、署長に報告

する等情報共有を図るものとする。

５ 報告

所属長は、相談の受理、処理結果等について、生活安全システムにより、生活安全部長（人

身安全対策課経由）に報告するものとする。

第２ 援助の措置

１ 援助の申出の受理等

⑴ 援助の申出の受理

ア 援助の申出については、生安課員又は人身安全対策課員（以下「人安課員」という。）

が受理するものとする。

イ 援助の申出については、申し出た者の住所地を問わず、受理することができる。この

場合において、援助の申出をした者の住所地を管轄する他の署長が援助を行うことが適

当と認められるときは、当該援助の申出をした者にその旨を説明し、当該他の署長に引

き継ぐものとする。



⑵ 援助の要件の確認

援助の申出を受理する場合は、次に掲げる援助の要件を確認した上、援助の申出を受理

するものとする。

ア つきまとい行為等があると認められること。

イ つきまとい行為等の被害を受けた者又はその保護者からの申出であること。

ウ つきまとい行為等に係る被害を自ら防止しようとする意思があること。

⑶ 援助の申出書の作成

援助の申出を受理する場合は、規則別記様式の「援助申出書」に記入させるものとする。

ただし、援助の申出をする者から依頼があった場合は、援助の申出を受理する者が代書す

るものとする。この場合において、別記様式第１号の「援助申出書受理簿（迷惑防止条例

第５条の２）」を作成し、援助の申出の受理状況について適正に管理するものとする。

２ 援助の措置に当たっての留意事項

援助の措置に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

⑴ 必要に応じて、相談者等の自宅周辺のパトロールの強化等の措置にも配慮すること。

⑵ 相談者等に対するカウンセリングの実施等が円滑に行われるように、関係機関等と緊密

な連携にも配慮すること。

３ 援助の措置の実施報告

毎月の援助の措置について、実施の有無にかかわらず、別記様式第２号の「援助措置実状

況報告（迷防）」により、翌月５日までに生活安全部長（人身安全対策課ストーカー・ＤＶ

規制係経由）に報告するものとする。

第３ 保護対策

１ 署長は、相談者等に対する危害の発生その他の被害が再発する蓋然性が高いと認める場合

は、保護対策を適切に講ずるものとする。

２ 保護対策（前記第１の３に規定する初動措置としての保護対策を除く。）については、原

則として、相談者の住所地又は居所を管轄する警察署（以下「相談者関連警察署」という。）

が行うものとする。ただし、相談者関連警察署以外に相談者等の勤務地等、保護対策が必要

な関係地がある場合は、関係地を管轄する警察署と相談内容の共有を図った上、事態対処チーム

が、相談者の保護対策等に最も適する警察署を選定し、及び調整し、保護対策を実施するも

のとする。

３ 相談者等の安全を確保するため、早期に事件化を図るほか、警察の介入を相手方にいち早

く知らせるための迅速な口頭警告等、必要な措置を講ずるものとする。



４ 相談者等が相手方と接触する可能性がある場所等を可能な限り詳細に聴取して、当該場所

についても立ち回り先等として確実に把握した上で、相談者に対して、自主的な防衛策を含

めた具体的な防犯指導、必要なパトロール等を実施し、相談者等の安全確保に向け確実な保

護対策を講ずるものとする。

５ 署長は、組織的な相談対応を行うとともに、同種の相談事案への活用を図るために、相談

受理時における相談内容、人定事項、処理経過等に加え、処理の過程で判明した相手方の人

定事項についても、生活安全システムに確実に登録するものとする。

６ 保護対策の実施経過及び解除、検挙月日並びに身柄措置については、生活安全システムに

登録するとともに、事案対応を通じて知り得た被害者等の情報については、秘密の保持を徹

底するものとする。

第４ 教養の実施

１ 全ての職員に対する教養

つきまとい行為等に係る事案は、相談窓口のみならず、１１０番通報、被害届及び行方不

明者に係る届出の受理等、様々な警察活動の過程で認知し、対応する可能性があることから、

所属長は、全ての職員に対して、つきまとい行為等に対する適切な措置について正しく理解

させるよう、教養を実施するものとする。

２ 担当者に対する教養

所属長は、つきまとい行為等に係る事案を担当する職員に対して、都民生活の安全確保の

観点から対処能力を向上させ、より適切な対応が図れるよう教養を実施するものとする。

第５ 適用上の留意事項

１ つきまとい行為等については、条例第５条の２第１項に規定されている「正当な理由なく、

専ら、特定の者に対する妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的」で行われることが

規制の対象とされていることから、正当な理由があり、表現の自由で保護されるような各種

活動は、条例の対象とならないことに留意するものとする。

２ 条例第５条の２第３項の「都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的

を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない」との趣旨を十

分に理解し、適切に運用するものとする。



別記様式第１号

援助申出書受理簿（迷惑防止条例第５条の２）

年

受理番号 受理月日 申出者氏名 相手方氏名 援 助 内 容

月 日 1・2・3・4・5・6・7

月 日 1・2・3・4・5・6・7

月 日 1・2・3・4・5・6・7

月 日 1・2・3・4・5・6・7

月 日 1・2・3・4・5・6・7

月 日 1・2・3・4・5・6・7

月 日 1・2・3・4・5・6・7

月 日 1・2・3・4・5・6・7

月 日 1・2・3・4・5・6・7

月 日 1・2・3・4・5・6・7

月 日 1・2・3・4・5・6・7

月 日 1・2・3・4・5・6・7

月 日 1・2・3・4・5・6・7

月 日 1・2・3・4・5・6・7

月 日 1・2・3・4・5・6・7

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。



別記様式第２号

月分

Ｓ
登
録

警
告

そ
の
他

そ
の
他
の
内
容

Ｓ
登
録

警
告

そ
の
他

そ
の
他
の
内
容

　２　「援助申出」及び「援助実施」の「その他の援助の措置」の項目には、申出者が希望する援助で、援助申出書に列挙されていないものを記載すること。

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

報告（　．　）第　　　号
年　　月　　日

３ 年 保 存
年 月 日 ま で 保 存

警察署長

援助措置実施状況報告（迷防）

生 活 安 全 部 長 殿
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注１　「受理番号」の項目には、生活安全業務管理システムで取得した「受理番号」の各項目（受理年、受理所属、相談分類及び一連番号）を入力すること。
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